
 

 

避難指示解除の要件について 

 

 

○避難指示解除の要件（「特定復興再生拠点区域外の土地活用に向けた避難

指示解除について」（令和２年１２月２５日 原子力災害対策本部決定）より） 

  

①空間線量率で推定された年間積算線量が２０ミリシーベルト以

下になることが確実であること 

 ②土地活用を行う者等によって、必要な環境整備が実施されてい

ること 

③地元との十分な協議 

 

（参考） 


